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②年金引継ぎのお知らせ（年金支給義務承継通知書）

• 国民年金基金の中途脱退者に対し、承継時に、年金の仕組み、手続き等を案内。
この中で、住所等の変更があった場合の連絡を依頼。
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③６０歳到達時の案内

• 中途脱退者が６０歳に到達した際、掛金納付実績、受取予定年金額、裁定
請求手続き等を案内。
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④年金裁定請求書の送付

・ 中途脱退者が６５歳に到達した際、
裁定請求書を送付。

注）一部中途脱退者については、６０歳到達時に
送付。

・ この他に随時、電話等の連絡を受
けて、受給資格のある方に裁定請求
書を送付。
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３ 加入員等の状況
（１）国民年金基金

国民年金基金の加入員等の状況 (人数(=件数)、平成19年3月末）

20 25 30 35 40 45 50 55 60歳 65歳 70 75 80 85 90

６０歳以上
死亡者　１．７万人

受給者　１６万人
年金額　３８２億円(年額)

裁定請求を行っていない者　０．５万人
年金額　１２億円(年額)（一人当たり年金額　２３万円）
累積年金額　７．６億円

６０歳未満
死亡者　１．０万人

加入員　６９万人

６０歳未満
待期者　９百人

注１：死亡者数の年齢区分は、死亡時点の年齢ではなく、平成18年度末時点の年齢を基に区分している。

注２：「裁定請求を行っていない者」とは、平成18年度末時点で支給開始年齢に到達した者のうち平成19年３月までに裁定処理が済んでいなかった者を計上している。

注３：年金額とは、年度末時点で受給権が発生している者の年金額（１年間に支払われるべき額）を合計したものであり、累積年金額とは、受給権発生後の各月について支払われる

　　　べき年金月額のうち支払われていないものを合計した数値である。なお、平均すると未支給となっているのは約８月である。

６０歳以上
待期者　１３万人
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　裁定請求を行っていない方の状況
（ 平成18年度末に受給年齢に達している方 ）

①平成18年度末の状況

人数 年金額（年額） （一人当たり年金額） 累積年金額

未 請 求 分 5,318 1,215 百万円 23 万円 763 百万円

②平成19年４月から９月末までの裁定状況

・①の人数には、受給年齢到達直後の方が多数含まれており、平成19年４月から９月末までの裁定状況は以下のとおり。

人数 年金額（年額） （一人当たり年金額） 累積年金額

４ 月 以 降 の 裁 定 分 3,128 898 百万円 29 万円 210 百万円

未請求分( 平成 19年 ９月 末現 在） 2,190 317 百万円 14 万円 553 百万円

年金額 ： 年度末時点における各個人の年金額（１年間に支払われるべき額）を合計した額

累積年金額 ： 支給開始年齢到達後の各月について支払われるべき年金月額（=年金額/12）のうち支払われていないものを合計した額
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国民年金基金における裁定請求を行っていない方：年齢別人数（＝件数）

年齢

注：各年齢について、グラフの上の値は平成１９年３月末時点の未請求者数を、下の値はそのうち平成１９年９月末までに裁定請求が行われていない者を、表して
いる。
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国民年金基金における裁定請求を行っていない方：加入期間別人数（＝件数）

注：各加入期間について、グラフの上の値は平成１９年３月末時点の未請求者数を、下の値はそのうち平成１９年９月末までに裁定請求が行われていない者を、
表している。なお、3月末時点で「10年以上11年未満」が多いのは、基金設立時（平成3年度）に加入した方が多く、これらの方が、60歳で資格喪失するまで
約10年の加入員期間（平成3年～平成13年）を経て、平成18年度に65歳に到達したことによる。


